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要  約  

 

「アクリルアミド産生低減及び打撲黒斑低減ジャガイモ（SPS-00E12-8）」につい

て、申請者提出の資料を用いて食品健康影響評価を実施した。 

 

本系統は、ジャガイモ由来のアスパラギン合成酵素-1 遺伝子断片、デンプン関連 R1
タンパク質遺伝子プロモーター領域断片及びホスホリラーゼ-L 遺伝子プロモーター

領域断片が導入されており、ジーンサイレンシングが誘導されることによってこれら

の内在性遺伝子の発現が抑制され、高温加熱加工時におけるアクリルアミド生成量が

低減するとされている。また、ジャガイモ近縁野生種由来のポリフェノール酸化酵素

-5 遺伝子 3’非翻訳領域断片が導入されており、ジーンサイレンシングが誘導されるこ

とによって内在性遺伝子の発現が抑制され、打撲による黒斑形成が低減するとされて

いる。 
「遺伝子組換え食品（種子植物）の安全性評価基準」（平成 16 年 1 月 29 日食品安

全委員会決定）に基づき、挿入 DNA の供与体の安全性、挿入 DNA の塩基配列等の

解析、後代における挿入 DNA の安定性、植物の代謝経路への影響、植物の栄養成分

及び有害成分の比較等について確認した結果、非組換えジャガイモと比較して新たに

安全性を損なうおそれのある要因は認められなかった。なお、挿入 DNA からタンパ

ク質が産生されることはないと考えられる。 
 
したがって、「アクリルアミド産生低減及び打撲黒斑低減ジャガイモ（SPS-00E12-

8）」については、ヒトの健康を損なうおそれはないと判断した。 
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Ⅰ．評価対象食品の概要 

名 称：アクリルアミド産生低減及び打撲黒斑低減ジャガイモ（SPS-00E12-8） 
性 質：アクリルアミド産生量の低減、打撲による黒斑形成の低減 
申請者：J. R. シンプロット社（米国） 
開発者：J. R. シンプロット社（米国） 

 

  「アクリルアミド産生低減及び打撲黒斑低減ジャガイモ（SPS-00E12-8）」（以

下「ジャガイモ SPS-00E12-8」という。）は、ジャガイモ由来のアスパラギン合成

酵素-1 遺伝子断片、デンプン関連 R1 タンパク質遺伝子プロモーター領域断片及び

ホスホリラーゼ-L 遺伝子プロモーター領域断片が導入されており、ジーンサイレン

シングが誘導されることによってこれらの内在性遺伝子の発現が抑制され、高温加

熱加工時におけるアクリルアミド生成量が低減するとされている。また、ジャガイ

モ近縁野生種由来のポリフェノール酸化酵素-5遺伝子3’非翻訳領域断片が導入され

ており、ジーンサイレンシングが誘導されることによって内在性遺伝子の発現が抑

制され、打撲による黒斑形成が低減するとされている。 
 
Ⅱ．食品健康影響評価 

第１．安全性評価において比較対象として用いる宿主等の性質及び組換え体との相違

に関する事項 

１．宿主及び導入 DNAに関する事項 
（１）宿主の種名及び由来 

宿主は、ナス科ナス属に属するジャガイモ（Solanum tuberosum subsp. 
tuberosum）品種の Russet Burbank である。 

 
（２）DNA 供与体の種名及び由来 

アスパラギン合成酵素-1 遺伝子、デンプン関連 R1 タンパク質遺伝子プロモ

ーター領域及びホスホリラーゼ-L 遺伝子プロモーター領域の各 DNA 断片、

ADP グルコースピロホスホリラーゼ遺伝子及び顆粒結合型デンプン合成酵素

遺伝子の各プロモーター領域の供与体は、ジャガイモ（Solanum tuberosum）

である。ポリフェノール酸化酵素-5 遺伝子 3’非翻訳領域の供与体は、ジャガイ

モ近縁野生種（Solanum verrucosum）である。 
 
（３）挿入 DNA の性質及び導入方法 

4 種類の遺伝子断片（アスパラギン合成酵素-1 遺伝子断片、ポリフェノール

酸化酵素-5 遺伝子 3’非翻訳領域断片、デンプン関連 R1 タンパク質遺伝子プロ

モーター領域断片及びホスホリラーゼ-L 遺伝子プロモーター領域断片）及び 2
種類のプロモーター（ADP グルコースピロホスホリラーゼ遺伝子のプロモータ

ー領域及び顆粒結合型デンプン合成酵素遺伝子のプロモーター領域）を宿主ジ

ャガイモに挿入し、ジャガイモ SPS-00E12-8 が作出された。 
アスパラギン合成酵素-1 遺伝子は、アスパラギン合成経路においてグルタミ
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ンからアスパラギンへの合成を触媒する酵素をコードする。ポリフェノール酸

化酵素-5 遺伝子は、フェノール類の酸化反応を触媒する酵素をコードし、ジャ

ガイモの細胞が障害を受けた際、本酵素によるフェノール類の酸化及び縮合反

応により最終的に黒斑が形成される。デンプン関連 R1 タンパク質遺伝子は、

デンプンのリン酸化を触媒する酵素であるR1タンパク質（別名：α-グルカン、

水ジキナーゼ）をコードし、本酵素はデンプンの分解を促進する。ホスホリラ

ーゼ-L 遺伝子は、デンプンの加リン酸分解を触媒する酵素をコードする。 
各 DNA 断片を逆方向に反復した配置にて挿入することにより、ジーンサイ

レンシングが誘導され、ジャガイモ内在性の各遺伝子の発現が抑制される。 
挿入 DNA は、アグロバクテリウム法によって宿主ゲノムに導入された。 

 
２．宿主の食経験に関する事項 

ジャガイモの起源は南米アンデスを中心とした地帯である。16 世紀以降、ヨー

ロッパを始めとする世界各地に伝わり、主食として重要な農作物となった。我が

国には 16 世紀末に持ち込まれ、救荒作物として栽培されるようになった。ジャ

ガイモは、調理用、食品加工用及びデンプン原料用として広く利用されている。

Russet Burbank は米国で広く栽培されている品種で、デンプン質が豊富である。 
 
３．宿主由来の食品の構成成分等に関する事項 

（１）宿主の可食部分の主要栄養素等（タンパク質、脂質等）の種類及びその量の

概要 
ジャガイモの可食部分は地下塊茎である。ジャガイモ塊茎の主要栄養素組成

（対新鮮重量）は、タンパク質 0.70～4.60％、脂質 0.02～0.20％、灰分 0.44～
1.90％、炭水化物 13.30～30.53％、粗繊維 0.17～3.50％である（参照 1、2、
3、4）。 

 
（２）宿主に含まれる毒性物質・栄養阻害物質等の種類及びその量の概要 

ジャガイモには、毒性物質として、ソラニン及びチャコニン等のグリコアル

カロイドが、葉、芽の周辺部、花及び茎等のあらゆる組織に分布している。ジ

ャガイモ塊茎のグリコアルカロイドの含有量は、1.0～15.0 mg/100g （対新鮮

重量）である。また、有害生理活性物質として、プロテアーゼインヒビター及

びレクチンが含まれるが、加熱により不活化される（参照 5、6）。 
 
４．宿主と組換え体との食品としての利用方法及びその相違に関する事項 

（１）収穫時期（成熟程度）と貯蔵方法 
ジャガイモ SPS-00E12-8 の収穫時期及び貯蔵方法は、従来のジャガイモと

変わらない。 
 

（２）摂取（可食）部位 
ジャガイモ SPS-00E12-8 の摂取部位は、従来のジャガイモと変わらない。 
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（３）摂取量 
ジャガイモ SPS-00E12-8 の摂取量は、従来のジャガイモと変わらない。 
 

（４）調理及び加工方法 
ジャガイモ SPS-00E12-8 の調理及び加工方法は、従来のジャガイモと変わ

らない。 
 
５．宿主以外のものを比較対象に追加して用いる場合、その根拠及び食品としての

性質に関する事項 

宿主と従来品種以外のものは比較対象としていない。 
 
６．安全性評価において検討が必要とされる相違点に関する事項 

ジャガイモ SPS-00E12-8 は、アスパラギン合成酵素-1 遺伝子断片、デンプン

関連 R1 タンパク質遺伝子プロモーター領域断片及びホスホリラーゼ-L 遺伝子

プロモーター領域断片の導入によってジーンサイレンシングが誘導されることに

よって各内在性遺伝子の発現が抑制され、アスパラギン及び還元糖の含有量が減

少し、高温加熱加工工程で生じるアクリルアミドの生成量が低減するとされてい

る。また、ポリフェノール酸化酵素-5 遺伝子 3’非翻訳領域断片の導入によってジ

ーンサイレンシングが誘導され、打撲による黒斑形成が低減するとされている。 
宿主との相違点は、導入された DNA 断片がジーンサイレンシングを誘導する

ことで、各内在性遺伝子の発現が抑制されることである。 
 

以上、１～６により、ジャガイモ SPS-00E12-8 の安全性評価においては、既存の

ジャガイモとの比較が可能であると判断した。 
 

第２．組換え体の利用目的及び利用方法に関する事項 

アクリルアミドは、アスパラギンが還元糖と高温で反応することにより生成さ

れる。ジャガイモ SPS-00E12-8 は、遊離アスパラギン及び還元糖の蓄積を抑制

することにより、高温で加工した際のアクリルアミドの生成を低減することがで

きるとされている。また、ジャガイモが物理的衝撃を受けると、内部に黒色色素

が形成され品質に影響を及ぼす。ジャガイモ SPS-00E12-8 は、フェノール類の

酸化重合による黒褐色色素合成を抑制することで、打撲黒斑の感受性が低減し、

輸送中等の品質の低下を防ぐとしている。 
なお、ジャガイモ SPS-00E12-8 は、米国でフライドポテト用に加工されると

している。 
 
第３．宿主に関する事項 

１．分類学上の位置付け等（学名、品種名及び系統名等）に関する事項 
宿主は、ナス科ナス属に属するジャガイモ（S. tuberosum）品種の Russet 

Burbank である。 
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２．遺伝的先祖並びに育種開発の経緯に関する事項 

ジャガイモの原産地は南米アンデス地方で、約 7,000 年前から栽培されていた

との報告がある。ジャガイモ栽培種は、通常は染色体数 12 を基本数とする四倍

体である。ジャガイモ SPS-00E12-8 の宿主である Russet Burbank は北米で開

発され、米国で最も栽培されている品種であり、アイダホ州が主産地である。

Russet Burbank は栄養生殖により増殖され、雄性不稔性であり正常に花粉がで

きないことから従来手法による交配に利用されることはないとしている（参照 7）。 
 

３．有害生理活性物質の生産に関する事項 

ジャガイモ塊茎には、毒性物質であるソラニンやチャコニン等のグリコアルカ

ロイド類が含まれている（参照 6）。 
また、プロテアーゼインヒビター及びレクチンを含むが、加熱により不活化さ

れるため、ヒトの健康に悪影響を与える可能性は低いとしている（参照 6）。 
 
４．アレルギー誘発性に関する事項 

ジャガイモに含まれるアレルゲンとしては、パタチンが知られている（参照 8）。
パタチンは、ジャガイモ地下塊茎に含まれる貯蔵糖タンパク質で、リパーゼ活性

を有する。しかしながら、一般にジャガイモに対するアレルギー反応は極稀であ

るとされている。 
 
５．病原性の外来因子（ウイルス等）に汚染されていないことに関する事項 

ジャガイモには、ウイルス、細菌及び菌類による各種病害が知られている（参

照 9）が、これらが人に対して病原性を示すことは知られていない。 
 

６．安全な摂取に関する事項 

ジャガイモは、調理用、加工用及びデンプン加工用として広く食品に用いられ、

安全に摂取されている。 
 

７．近縁の植物種に関する事項 

ジャガイモは、ナス科（Solanaceae）ナス属（Solanum）に分類され、ナス属

には 1,000 種以上の植物が含まれる。塊茎形成ジャガイモは potatoe 亜節に含ま

れ、その中の tuberosa 系には栽培種と野生種を含めて 39 種がある。 
 
第４．ベクターに関する事項 

１．名称及び由来に関する事項 

ジャガイモ SPS-00E12-8 の作出に使用した導入用プラスミド pSIM1278 の構

築には、プラスミド pSIM108 が用いられた。 
 
２．性質に関する事項 

（１）DNA の塩基数及びその塩基配列を示す事項 
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プラスミド pSIM108 の塩基数及び塩基配列は明らかになっている（参照 10）。 
 

（２）制限酵素による切断地図に関する事項 
プラスミド pSIM108 の制限酵素による切断地図は明らかになっている。 

 
（３）既知の有害塩基配列を含まないことに関する事項 

プラスミド pSIM108 の塩基配列は明らかになっており、既知の有害塩基配

列は含まれていない。 
 

（４）薬剤耐性遺伝子に関する事項 
プラスミド pSIM108 にはカナマイシン耐性遺伝子である nptIII 遺伝子及び

nptII 遺伝子が含まれている。 
 

（５）伝達性に関する事項 
プラスミド pSIM108 には伝達を可能とする塩基配列は含まれていない。 

 
第５．挿入 DNA、遺伝子産物、並びに発現ベクターの構築に関する事項 

１．挿入 DNAの供与体に関する事項 
（１）名称、由来及び分類に関する事項 

アスパラギン合成酵素-1 遺伝子断片（fAsn1）、デンプン関連 R1 タンパク質

遺伝子プロモーター領域の断片（pR1）、ホスホリラーゼ-L 遺伝子プロモータ

ー領域の断片（pPhL）、ADP グルコースピロホスホリラーゼ遺伝子プロモー

ター領域（pAgp）、顆粒結合型デンプン合成酵素遺伝子プロモーター領域

（pGbss）、Spacer-1 及び Spacer-2 の供与体は、ジャガイモ（S. tuberosum）

である。また、ポリフェノール酸化酵素-5 遺伝子 3’非翻訳領域断片（tPpo5）
の供与体は、ジャガイモ近縁野生種（S. verrucosum）である。 
 

（２）安全性に関する事項 
ジャガイモ（S.tuberosum）は、古くから食用に供されている。ジャガイモ

近縁野生種（S. verrucosum）は、メキシコに自生し、育種に利用されている。 
 

２．挿入 DNA又は遺伝子（抗生物質耐性マーカー遺伝子を含む。）及びその遺伝子

産物の性質に関する事項 

（１）挿入遺伝子のクローニング若しくは合成方法に関する事項 
挿入 DNA は、第 1 カセット及び第 2 カセットの 2 つのカセットから構成さ

れている。 
第 1 カセットは、Spacer-1 を挟み fAsn 1 及び tPpo5 をそれぞれ逆位に反復

して配置し、第 2 カセットは、Spacer-2 を挟み pR1 及び pPhL をそれぞれ逆

位に反復して配置させて、第 1 カセット及び第 2 カセットを結合させて構築し

た。各カセットとも、ターミネーターがなく、2 種類のプロモーター（pAgp 及
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び pGbss）を両端に配置している。 
挿入 DNA の構成要素は、表 1 のとおりである。 

 
（２）塩基数及び塩基配列と制限酵素による切断地図に関する事項 

挿入 DNA の塩基数、塩基配列及び制限酵素による切断地図は明らかになっ

ている（参照 10）。 
 
（３）挿入遺伝子の機能に関する事項 

fAsn 1 の導入によって誘導されるジーンサイレンシングにより、アミノ酸合

成経路におけるグルタミンからアスパラギンの合成を触媒するアスパラギン合

成酵素-1（Asn 1）遺伝子の発現が抑制され、遊離アスパラギンの蓄積量が減少

する。また、pR1 及び pPhL の導入によって誘導されるジーンサイレンシング

により、デンプン関連 R1 タンパク質（R1）遺伝子及びホスホリラーゼ-L（PhL）
遺伝子の発現が抑制されることで、デンプンの分解が抑制され、還元糖の生成

が低減される。アクリルアミドはアスパラギン及び還元糖から生成されること

から、これらの成分の生成が抑制された結果、ジャガイモの高温加熱加工時に

おけるアクリルアミド生成を抑制することができるとしている。 
また、tPpo5 の導入によって誘導されるジーンサイレンシングにより、フェ

ノール類の酸化反応を触媒するポリフェノール酸化-5 酵素（Ppo5）遺伝子の発

現が抑制される。その結果、細胞が傷害を受けた際のフェノール類の酸化・縮

合による褐色色素合成が抑制され、打撲黒斑の感受性が低減するとしている（参

照 11：Yan 2006）。 
第 1 カセットは fAsn 1 及び tPpo5 を含み、転写後生成される siRNA によ

るジーンサイレンシングが誘導されるとしている（参照：11、12、13）。第 2
カセットでは、pR1 及び pPhL が転写された後、プロモーター領域がメチル化

されることによるジーンサイレンシングの可能性が考えられている（参照 11）。 
 

（４）抗生物質耐性マーカー遺伝子に関する事項 
導入用プラスミド pSIM1278 の外骨格領域には、カナマイシン耐性遺伝子

（nptIII）が含まれているが、ジャガイモ SPS-00E12-8 には検出されないこと

がサザンブロット分析によって確認されている。 
 
３．挿入遺伝子及び薬剤耐性遺伝子の発現に関わる領域に関する事項 

（１）プロモーターに関する事項 
第 1 カセット及び第 2 カセットのプロモーターは、ジャガイモ由来の ADP

グルコースピロホスホリラーゼ（Agp）遺伝子及び顆粒結合型デンプン合成酵

素（Gbss）遺伝子のプロモーターである。2 つのカセットとも、これらの 2 種

類のプロモーターで制御されている。 
 

（２）ターミネーターに関する事項 
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ターミネーターは用いられていない。 
 

（３）その他 
上記のプロモーター以外に挿入遺伝子の発現制御に関わる領域は含まれて

いない。 
 
４．ベクターへの挿入 DNAの組込方法に関する事項 

導入用ベクターpSIM1278 は、プラスミド pSIM108 を基本骨格として、第 1
カセット及び第 2 カセットを構成する DNA 領域を挿入することにより、構築さ

れた。 
 
５．構築された発現ベクターに関する事項 

（１）塩基数及び塩基配列と制限酵素による切断地図に関する事項 
ジャガイモ SPS-00E12-8 の作出に用いた導入用プラスミド pSIM1278 の塩

基数、塩基配列及び制限酵素による切断地図は明らかになっている（参照 10）。 
 

（２）原則として、最終的に宿主に導入されると考えられる発現ベクター内の配列

には、目的以外のタンパク質を組換え体内で発現するオープンリーディングフ

レームが含まれていないこと 
導入用プラスミド pSIM1278 の挿入 DNA 領域に加え近傍配列を含む約 11 

kb の領域について、六つの読み枠において 20 アミノ酸残基以上で形成される

ORF 検索を行い、検出された 232 個の ORF について、既知アレルゲン及び毒

性タンパク質との構造相同性の有無を検討した（参照 14）。 
既知アレルゲンとの相同性の有無を確認するため、アレルゲンデータベー

ス aを用いて検索を行った。その結果、Gbss プロモーター領域の 2 個の ORF
がアボカドの class1 endochitinase の連続する 8 アミノ酸残基と一致した（参

照 14）。しかし、アレルギーに関与しているドメインには含まれず、エピトー

プデータベースに該当する配列は認められなかった。また、この 8 アミノ酸残

基は class1 endochitinaseのシグナルペプチド領域に含まれるため（参照15）、
タンパク質成熟過程で分解すると考えられることから、アレルゲンの可能性は

低いと考えられた。なお、既知アレルゲンとのアミノ酸 80 残基以上、35％以

上の相同性を有する配列は見いだされなかった。 
さらに、毒性タンパク質との相同性の有無を確認するために、データベース b

を用いて検索した結果、相同性を示す毒性タンパク質は見いだされなかった。 
 
 

                                            
a ネブラスカ大学のアレルゲンデータベース（FARRP:http://www.allergenonline.org/databasefasta. 
shtml）version 13 
b mvirDB (http://mvirdb.iini.gov/)及び自社の毒性タンパク質データベース 

http://mvirdb.iini.gov/
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（３）宿主に対して用いる導入方法において、意図する挿入領域が発現ベクター上

で明らかであること 
意図する挿入領域は、導入用プラスミド pSIM1278 の右側領域（RB）から

左側領域（LB）までの挿入 DNA 領域である。 
 

（４）導入しようとする発現ベクターは、目的外の遺伝子の混入がないよう純化さ

れていること 
導入用プラスミド pSIM1278 は、外骨格領域に選択マーカー遺伝子である

nptIII 遺伝子を有しており、プラスミドの選抜を通じて純化されている。また、

挿入 DNA 領域の塩基配列がシークエンス解析により確認されている。 
 
 表１ ジャガイモ SPS-00E12-8 への導入 DNA 

構成 DNA 由来及び機能 
LB Rhizobium radiobacter の Ti プラスミド由来の左側境界

配列と類似の合成 DNA 
第 1 カセット 
pAgp ジャガイモ由来の ADP グルコースピロホスホリラーゼ

遺伝子プロモーター領域 
fAsn1 ジャガイモ由来のアスパラギン合成酵素-1 遺伝子断片

（アンチセンス鎖）であり、ジーンサイレンシングを誘導 
tPpo5 ジャガイモ近縁野生種由来のポリフェノール酸化酵素-5

遺伝子 3’非翻訳領域断片（アンチセンス鎖）であり、ジー

ンサイレンシングを誘導 
Spacer-1 ジャガイモゲノムの非構造領域由来のヘアピンカーブ構

造形成のための配列 
tPpo5 ジャガイモ近縁野生種由来のポリフェノール酸化酵素-5

遺伝子 3’非翻訳領域断片（センス鎖）であり、ジーンサイ

レンシングを誘導 
fAsn1 ジャガイモ由来のアスパラギン合成酵素-1 遺伝子断片

（センス鎖）であり、ジーンサイレンシングを誘導 
pGbss ジャガイモ由来の顆粒結合型デンプン合成酵素遺伝子の

プロモーター領域 
第 2 カセット 
pAgp ジャガイモ由来の ADP グルコースホスホリラーゼ遺伝

子プロモーター領域 
pPhL ジャガイモ由来のホスホリラーゼ-L 遺伝子プロモータ

ー領域断片（アンチセンス鎖）であり、ジーンサイレンシ

ングを誘導 
pR1 ジャガイモ由来のデンプン関連 R1 タンパク質遺伝子プ
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構成 DNA 由来及び機能 
ロモーター領域断片（アンチセンス鎖）であり、ジーンサ

イレンシングを誘導 
Spacer-2 ジャガイモのポリユビキチン遺伝子のイントロン由来の

ヘアピンカーブ構造形成のための配列 
pR1 ジャガイモ由来のデンプン関連 R1 タンパク質遺伝子プ

ロモーター領域断片（センス鎖）であり、ジーンサイレン

シングを誘導 
pPhL ジャガイモ由来のホスホリラーゼ-L 遺伝子プロモータ

ー領域断片（センス鎖）であり、ジーンサイレンシングを

誘導 
pGbss ジャガイモ由来の顆粒結合型デンプン合成酵素遺伝子プ

ロモーター領域 
RB R. radiobacter の Ti プラスミド由来の右側境界配列と類

似の合成 DNA 
  
６．DNAの宿主への導入方法及び交配に関する事項 

（１）マーカーフリー形質転換法 
導入用ベクターpSIM1278 の外骨格に微生物由来のイソペンテニル転移酵素

（ipt）遺伝子を組み込むことにより、ipt 遺伝子が発現した場合、サイトカイ

ニンの過剰産生により形態異常となり生育できないことから、宿主ゲノムに外

骨格領域が導入された幼植物体を除外できる（参照 16）。このマーカーフリー

形質転換法は、外骨格領域を含まず、単一の挿入 DNA を持つ植物体を作出す

るのに有用であるとの報告がある（参照 16、17）。 
 
（２）ジャガイモ SPS-00E12-8 の作出 

アグロバクテリウム法を用いて、導入用ベクターpSIM1278 を宿主の組織断

片に導入し、再分化させた。ipt 遺伝子由来の表現型を示す幼植物体を除去した

後、PCR 分析にて複数の優良個体を選抜した。それら個体について、カテコー

ル試験、サザンブロット分析及び農業学的形質の評価等の解析を行い、ジャガ

イモ SPS-00E12-8 を選定した。 
 

（３）ジャガイモ SPS-00E12-8 の維持及び評価試料 
ジャガイモ SPS-00E12-8 は、組織培養で継続的に維持され、栄養繁殖で増

殖される。組織より再生させた植物体を温室で育生して小塊茎を生産した後、

圃場で栽培して塊茎を生産する。したがって、安全性評価に用いられたジャガ

イモ SPS-00E12-8 の植物体材料は、全て単一起源であるとしている。 
 

 



 

15 

第６．組換え体に関する事項 

１．遺伝子導入に関する事項 

（１）コピー数及び挿入近傍配列に関する事項 
ジャガイモ SPS-00E12-8 のゲノムに挿入された挿入 DNA 領域のコピー数

を確認するために、サザンブロット分析を行った結果、1 コピーの挿入 DNA 領

域が挿入されていることが確認された（参照 18）。 
挿入 DNA の完全性を確認するために、サザンブロット分析及び挿入 DNA

の境界領域の塩基配列解析を行った。その結果、LB の 17 bp 及び RB の 92 bp
の欠失を除き、ほぼ完全長の挿入 DNA 領域が導入されていることが示された

（参照 18）。 
導入用プラスミド pSIM1278 の外骨格領域がジャガイモ SPS-00E12-8 のゲ

ノムに挿入されていないかどうかを確認するため、サザンブロット分析を行っ

た結果、当該領域はジャガイモ SPS-00E12-8 のゲノムに検出されないことが

確認された（参照 19）。 
サザンブロット分析結果を確認・補完するために、標的シークエンス解析を

行った。ジャガイモ SPS-00E12-8 及び宿主ゲノムに対してメイトペアーライ

ブラリーを作製し、次世代シークエンシング技術を用いて、ゲノム及びプラス

ミド pSIM1278 配列にマッピングした。その結果、1 コピーの挿入 DNA が第

12 番染色体上の 1 カ所にマッピングされかつジャガイモ SPS-00E12-8 のゲノ

ムに外骨格 DNA が含まれていないことが確認された（参照 20）。 
ジャガイモ SPS-00E12-8 の挿入 DNA の近傍配列が宿主ゲノム由来である

ことを確認するために、ジャガイモのデータベース cで検索した結果、5’末端近

傍配列及び 3’末端近傍配列とジャガイモの染色体 12 番染色体との相同性が認

められた。また、12 番染色体の DNA 挿入部位の 736 bp が欠失していること

が確認された（参照 14）。 
ジャガイモ SPS-00E12-8 のゲノムに DNA を挿入することによって宿主の

内在性遺伝子が損なわれていないかどうかを確認するために、5’末端近傍配列

（1,059 bp）及び 3’末端近傍配列（1,173 bp）について、データベース c,dを用

いて blastn 及び blastx 検索を行った結果、既知のジャガイモ由来の遺伝子及

びタンパク質は見いだされなかった。また、ジャガイモのデータベースｃで検索

した結果、欠失した 736 bp の範囲に機能を持った遺伝子は存在しないことが

確認された。したがって、DNA の挿入によって宿主の既知の内在性遺伝子が損

なわれていないと考えられた（参照 14）。 
ジャガイモ SPS-00E12-8 が全ての組織において単一の挿入 DNA から構成

されているかどうかを Droplet Digital PCR（ddPCR）法及びカテコール試験

を用いて確認した。ddPCR の結果、塊茎の組織層（L1 層、L2 層、L3 層）全

                                            
c  Michigan State University (MSU) ゲノムデータベース (http://potato.plantbiology.msu.edu/ 
integrated_searches.shtml)  
d NCBI ジャガイモゲノム/タンパク質データベース及び MSU ゲノムデータベース 

http://potato.plantbiology.msu.edu/
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てにおいてインサートがゲノム当たり 1 コピーであった（参照 20）。カテコー

ル試験は、カテコールを基質としたポリフェノール酸化酵素-5 活性を確認する

試験で、塊茎切片の表面細胞層（L2 層、L3 層）におけるカテコールの酸化に

よる褐変を目視にて観察する手法である。ジャガイモ SPS-00E12-8 はポリフ

ェノール酸化酵素-5 遺伝子の発現が抑制されているため褐変は起こらない。カ

テコール試験の結果、ジャガイモ SPS-00E12-8 由来の塊茎のいずれの切片に

おいても褐変は見られなかった（参照 21）。 
以上の結果をふまえると、ジャガイモ SPS-00E12-8 は全ての組織において

挿入 DNA が単一かつ同一箇所に存在しており、挿入 DNA 領域に関するキメ

ラ体ではないことが示された。 
 

（２）オープンリーディングフレームの有無並びにその転写及び発現の可能性に関

する事項 
   ジャガイモ SPS-00E12-8 の挿入 DNA 領域及び 5’及び 3’末端近傍配（500      

   bp）を含む約 11 kb の領域について、意図しない ORF が生じていないかどう 
   かを確認するために、六つの読み枠において ORF 検索を行った。その結果、 
   終止コドンから終止コドンまでの連続する 20 アミノ酸残基以上の ORF のう 
   ち、挿入 DNA と 5’末端近傍配列及び 3’末端近傍配列との接合部において 12 
   個の ORF が確認された。これらの ORF についてアレルゲンデータベース a 

     及び毒性データベース bを用いて検索を行った結果、既知のアレルゲン及び毒   
性タンパク質との相同性は認められなかった（参照 14）。 

 
 図１ ジャガイモ SPS-00E12-8 に挿入された DNA（模式図） 

 

２．遺伝子産物の組換え体内における発現部位、発現時期及び発現量に関する事項 

ジャガイモ SPS-00E12-8 の塊茎、ふく枝、茎、葉、花及び根において、各 DNA
断片の導入により、Asn1 遺伝子、Ppo5 遺伝子、PhL 遺伝子及び R1 遺伝子の発

現が抑制されていることを確認するため、ノーザンブロット分析を行った。塊茎

は圃場及び温室で栽培したもの、ふく枝、茎、葉、花及び根は温室で栽培したも

のを供した。 
その結果、非組換え体と比較して、塊茎においては、Asn1 遺伝子、Ppo5 遺伝

子、PhL 遺伝子及び R1 遺伝子の発現が抑制されていることが確認された。また、

ふく枝では Asn1 遺伝子、PhL 遺伝子及び R1 遺伝子、茎では Ppo5 遺伝子及び
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PhL 遺伝子、根では Asn1 遺伝子及び Ppo5 遺伝子、花では Asn1 遺伝子の発現

が抑制されていることが確認された（参照 22）。 

３．遺伝子産物（タンパク質）が一日蛋白摂取量の有意な量を占めるか否かに関す

る事項 

ジャガイモ SPS-00E12-8 は、DNA 断片の導入によるジーンサイレンシングを

意図しており、導入された DNA によりタンパク質が産生されることはないと考

えられる。 

 

４．遺伝子産物（タンパク質）のアレルギー誘発性に関する事項 

ジャガイモ SPS-00E12-8 に導入された DNA により、タンパク質が産生される

ことはないと考えられる。導入遺伝子断片の供与体であるジャガイモのアレルゲ

ンについては、第 3－4 に記載した。 
 

５．組換え体に導入された遺伝子の安定性に関する事項 

・挿入 DNA の安定性（サザンブロット分析） 
ジャガイモは塊茎を介してクローンとして増殖することから、種子植物とは異

なり他家受粉による変異のリスクが少ないとされているが、確認のため、ジャガ

イモ SPS-00E12-8 に挿入された DNA の安定性について、葉（G0、G1 及び G2e）

及び塊茎（G3）を用いてサザンブロット分析を行った。その結果、共通のバンド

が確認され、挿入 DNA が栄養繁殖の間に安定して受け継がれることが確認され

た（参照 23）。 
 

・アクリルアミド生成量 
高温加熱加工する際に生じるアクリルアミドの生成量の減少を確認するために、

塊茎（G1、G2 及び G3）の高温加熱加工時のアクリルアミド含有量を測定した。

その結果、ジャガイモ SPS-00E12-8 の加工物中のアクリルアミド含有量は、対

照の非組換えのジャガイモと比較して、複数の年度において、減少していること

が確認された（参照 24）。 
 

・カテコール試験 
打撲時の黒斑形成の抑制を確認するために、カテコール試験を行った結果、4 箇

所の圃場から採取した全ての塊茎（G2）切片で対照の非組換え体の塊茎切片に見

られた褐変が認められず、ポリフェノール酸化酵素-5 活性が低いことが確認され

た（参照 23）。 
 
                                            
e G0 は組織培養から増殖させた幼植物体及びこれを生育させて得られた植物体（塊茎を含む。）。

G0 塊茎から G1 植物体及び G1 塊茎が生産され、G2 及び G3 の植物体及び塊茎も同様に生産され

る。 
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６．遺伝子産物（タンパク質）の代謝経路への影響に関する事項 

アスパラギン合成酵素は、アスパラギン酸、グルタミン及び ATP を基質として

アスパラギン合成を触媒する。本遺伝子の発現が抑制されることでアスパラギン

の合成が抑制され、それに伴いグルタミンが増加することが予想された。実際、

統計学的有意差はないが、グルタミンの増加傾向が認められた（参照 24）。ポリ

フェノール酸化酵素は、プラスチドに存在し、細胞が傷害を受けることで細胞質

に滲出してフェノール類を重合する。本酵素の活性と病害抵抗性には関連性があ

るとの報告があるが（参照 25、26）、その影響は明確ではない。ジャガイモ SPS-
00E12-8 を用いて、ジャガイモの重要病害である葉枯れ病及び軟腐病に対する抵

抗性試験を行った結果、従来品種との間に有意な差は認められていないとしてい

る（参照 27）。 
第 1 カセット（fAsn1 及び tPpo5 ）及び第 2 カセット（pR1 及び pPhL）から

生成される全ての siRNA が標的以外の遺伝子の発現を非特異的に抑制する可能

性を検討するため、ジャガイモのトランスクリプトデータベース fを用いて解析

を行った。その結果、第 2 カセット（pR1 及び pPhL）より生成される siRNA の

21 nt と一致する塩基配列を有する 14 個の遺伝子が検出され、そのうち、RNAi
を起こす可能性があるのは、機能不明の仮想遺伝子及び tetraspanin10 の 2 個と

推定された。 tetraspanin10 は、シロイヌナズナで報告されている 17 の

tetraspanin 遺伝子の 1 つであるが、そのうち機能の解析がなされているのは

tetraspanin1 のみで葉や根の形態形成に関与していることが報告されている。し

かしながら、ジャガイモ SPS-00E12-8 においては形態的に大きな変化は認めら

れていない。さらに、標的以外のプロモーターの働きを非特異的に抑制する可能

性を検討するため、pR1 及び pPhL 領域をクエリーとしてジャガイモゲノムデー

タベース gを用いて解析行った結果、90%以上の相同性を示す領域は検出されな

かった。 
したがって、挿入DNAにより意図しない遺伝子が影響を受け、ジャガイモSPS-

00E12-8 に影響を与える可能性は低いと考えられたとしている（参照 28）。 
 
７．宿主との差異に関する事項 

ジャガイモ SPS-00E12-8 と非組換えジャガイモについて、塊茎中の主要構成

成分、遊離アミノ酸組成、アミノ酸組成、ビタミン類、ミネラル類、糖類、グリ

コアルカロイド及びアクリルアミド（フライドポテトに加工）の分析を行い、統

計学的有意差について検討した（参照 24）。 
（１）主要構成成分 

タンパク質、脂質、灰分、粗繊維及び炭水化物の分析を行った結果、対照に

用いた非組換えジャガイモとの間に統計学的有意差は認められなかった。 
 

                                            
f Michigan State University (MSU) potato transcript database (56,218 sequences) 
g Michigan State University (MSU) potato genome database 
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（２）ビタミン類及びミネラル類 
ナイアシン、ビタミン B6、ビタミン C、銅、マグネシウム及びカリウムの分

析を行った結果、対照に用いた非組換えジャガイモとの間に統計学的有意差は

認められなかった。 
 

（３）遊離アミノ酸組成 
遊離アミノ酸 10 種類の分析を行った結果、アスパラギン及びグルタミンを

除き対照に用いた非組換えジャガイモとの間に統計学的有意差は認められなか

った。アスパラギンは統計学的に有意に減少し、グルタミンは統計学的に有意

に増加していたものの、両遊離アミノ酸とも、従来品種及び文献値の範囲内で

あった。なお、検出限界値未満のものが多かったことから統計処理ができなか

った 9 種類についても、従来品種及び文献値の範囲内であった。 
 

（４）アミノ酸組成 
アミノ酸 17 種類の分析を行った結果、対照に用いた非組換えジャガイモと

比較して、アスパラギン酸及びアスパラギンの合計が統計学的に有意に減少し、

グルタミン酸とグルタミンの合計が統計学的に有意に増加した。また、アルギ

ニン及びメチオニンについても、統計学的有意に増加していた。グルタミン酸

とグルタミンの合計値、アルギニン及びメチオニンは、従来品種及び文献値の

範囲内であった。アスパラギン酸及びアスパラギンの合計値の平均値は、従来

品種の分析結果に基づく値の範囲内であった。 
その他のアミノ酸は、対照に用いた非組換えジャガイモとの間に統計学的有

意差は認められなかった。 
 
（５）グリコアルカロイド 

ジャガイモは、毒性物質としてグリコアルカロイドを含有するため、その含

有量を測定した。その結果、対照に用いた非組換えジャガイモとの間に統計学

的有意差は認められず、かつ、含有量が多いものでも、安全のための上限値（20 
mg/100 g）（参照 29）を超えるものはなかった。 
 

（６）糖類 
新鮮時及び 1、3、5 か月間保存の塊茎について、果糖及びブドウ糖の合算値、

並びにショ糖を測定し、対照に用いた非組換えジャガイモと比較した。 
その結果、いずれの保存期間においてもジャガイモ SPS-00E12-8 の果糖と

ブドウ糖の合計の平均値は対照の非組換えジャガイモと比較して減少しており、

1 か月間保存の場合に統計学的有意差が認められたが、文献値及び従来品種の

範囲内であった。ショ糖は、1 か月間保存で統計学的に有意に減少したが、文

献値及び従来品種の範囲内であった（参照 30、31、32）。 
 

（７）アクリルアミド 
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新鮮時及び 2、3、5、6、7 か月間保存の塊茎から製造したフライドポテトの

アクリルアミド含量を測定し、対照に用いた非組換えジャガイモと比較した。

その結果、いずれの保存期間においても、ジャガイモ SPS-00E12-8 から製造

したフライドポテトのアクリルアミド含量は、対照の非組換えジャガイモから

製造したものと比較して、統計学的に有意に低かった。 
 
８．諸外国における認可、食用等に関する事項 

米国においては、米国食品医薬品庁（FDA）に対して食品・飼料としての安全

性審査の申請が、米国農務省（USDA）に対して無規制栽培のための申請が行わ

れ、それぞれ 2015 年 3 月及び 2014 年 11 月に安全性評価が終了した。 
カナダにおいては、カナダ保健省（Health Canada）に対して食品としての安

全性審査が、カナダ食品検査庁（CFIA）に対して飼料・環境のための安全性審査

の申請が行われ、ともに 2016 年 3 月に安全性評価が終了した。 
メキシコにおいては、2015 年 11 月、メキシコ保健省（SSA）に対して輸入の

食品・飼料のための安全性審査の申請が行われた。 
 

９．栽培方法に関する事項 

ジャガイモ SPS-00E12-8 の栽培方法は、従来のジャガイモと同じである。 
 
10．種子の製法及び管理方法に関する事項 

ジャガイモ SPS-00E12-8 の種いもの増殖法及び管理方法は、従来のジャガイ

モと同じである。 
 
第７．第２から第６までの事項により安全性の知見が得られていない場合に必要な事

項 
第 2 から第 6 までの事項により安全性の知見は得られている。 
 

Ⅲ．食品健康影響評価結果 

「アクリルアミド産生低減及び打撲黒斑低減ジャガイモ（SPS-00E12-8）」につ

いては、「遺伝子組換え食品（種子植物）の安全性評価基準」（平成 16 年 1 月 29
日食品安全委員会決定）に基づき評価した結果、ヒトの健康を損なうおそれはない

と判断した。 
なお、ジャガイモ SPS-00E12-8 は、宿主の代謝系が改変され、特定の成分の含量

を変化させる形質が付与されていることから、ジャガイモ SPS-00E12-8 を用いた

掛け合わせ品種は、安全性評価が必要である。  
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「アクリルアミド産生低減及び打撲黒斑低減ジャガイモ（SPS-00E12-8）」に係る食

品健康影響評価に関する審議結果（案）についての意見・情報の募集結果について 

 
 
１．実施期間 平成２９年３月１５日～平成２９年４月１３日 
 
 
２．提出方法 インターネット、ファックス、郵送 
 
 
３．提出状況 ８通 
 
 
４．意見・情報の概要及び遺伝子組換え食品等調査会の回答 
 

 意見・情報の概要※ 遺伝子組換え食品等調査会の回答 

１ アクリルアミド産生低減及び打撲黒斑

低減ジャガイモ（SPS-00E12-8）に係る食

品は許可しないでください。 

政府は事業者目線です。 

自分の健康は自分で守らないといけない

時代になりました。 

 

食品安全委員会は、国民の健康の保護

が最も重要であるという基本的認識の

下、規制や指導等のリスク管理を行う関

係行政機関から独立して、科学的知見に

基づき客観的かつ中立公正に食品に含ま

れる可能性のある危害要因が人の健康に

与える影響について食品健康影響評価を

行っています。 

遺伝子組換え食品については、個別品

目ごとに食品安全委員会が食品健康影響

評価を実施し、その評価結果を受けて厚

生労働省の審査手続きを経たもののみが

流通できる仕組みとなっています。 

 本ジャガイモについては、「遺伝子組換

え植物（種子植物）の安全性評価基準」

（平成 16 年 1 月 29 日食品安全委員会決

定）に基づき、挿入 DNA の供与体の安全

性、挿入 DNA の塩基配列等の解析、後代

における挿入 DNA の安定性、植物の代謝

経路への影響、植物の栄養成分及び有害

成分の比較等について確認した結果、非

組換えジャガイモと比較して新たに安全

性を損なうおそれのある要因は認められ

ず、ヒトの健康を損なうおそれはないと

判断しました。 

２  今回のアクリルアミドを軽減する遺伝

子組み換えジャガイモの承認に反対しま

す。 

遺伝子組み換えを使った作物は多くの文

献から、安全性に疑問符が付くように思

います。ジャガイモはお菓子や料理、調

味料などに利用されるなど日本人も多く

食べていますのでこのように遺伝子を改

変したジャガイモを食べ続けることによ

る健康被害が懸念されます。 

一般の人は遺伝子組み換えのことについ

ても知らない人もいます。 

その様な状況で新しいバイオテクノロジ

ーを使った食品の安全性を承認すること

は絶対にやめていただきたいと思いま

す。 

参  考 



３  RNAi を用いた食品は、さまざまな問題

があり、承認すべきではありません。以

下にその理由を述べます。 

１．米国農務省農業研究局の研究者は、

RNAiに基づく作物や害虫対策の安全性を

評価するために現行の短期間の試験では

なく、生物の寿命の長さで影響を見る長

期試験が必要であるという報告をしてい

ます。研究期間を長くとった結果を審査

すべきです。 

 

２．ジャガイモの場合、食品としてだけ

でなく栽培も可能になります。現在、RNAi

を農薬のように散布して、害虫の遺伝子

に作用し、成長を遅らせたり、殺したり

する技術も開発されています。しかし、

標的に害虫のみならず、益虫やその他の

動物の遺伝子まで止めて、害を及ぼすの

ではないか、という懸念も強まっていま

す。たとえば繁殖に必要な遺伝子を抑制

してしまうなど予期せぬ影響が起き得ま

す。単に致死率を調べるだけでは、影響

を十分に評価できない可能性がありま

す。 

 

３．米国の科学者で、バイオサイエンス

研究計画のジョナサン・R・レイサムは、

RNA は DNA に比べてはるかに複雑なシス

テムをもち、いまだにそれを理解する手

段を持ち合わせていないと述べ、その応

用の拡大に警告を発しています。RNA に

ついてはほとんど研究もされていませ

ん。むやみな RNA 操作は大きな危険を孕

んでいます。 

 

４、ノルウェーのバイオセーフティ遺伝

子技術センターの科学者サラーフ・アガ

ピトは、dsRNA の拡散は、生物に劣化な

どの問題を引き起こすと、警告を発して

います。 

 

５．米国食品安全センターは、中国で行

本ジャガイモと非組換えジャガイモと

の相違点は、導入された DNA がジーンサ

イレンシングを誘導することで、特定の

内在性遺伝子の発現が抑制される点で

す。本ジャガイモは、「遺伝子組換え食

品（種子植物）の安全性評価基準」（平

成 16 年 1 月 29 日食品安全委員会決定）

に基づき、挿入 DNA の供与体の安全性、

挿入 DNA の塩基配列等の解析、後代にお

ける挿入 DNA の安定性、植物の代謝経路

への影響、植物の栄養成分及び有害成分

の比較等について確認した結果、非組換

えジャガイモと比較して新たに安全性を

損なうおそれのある要因は認められず、

ヒトの健康を損なうおそれはないと判断

しました。 

６.のご指摘に関しては、米国食品医薬

品庁（FDA）において本ジャガイモは食

品・飼料としての安全性評価が終了して

います。 

なお、遺伝子組換え作物の生物多様性

に対する影響については、「遺伝子組換え

生物等の使用等の規制による生物の多様

性の確保に関する法律」（カルタヘナ法）

に基づき農林水産省及び環境省において

審査することになっています。また、食

品の販売等に関するリスク管理について

は、食品衛生法に基づき厚生労働省にお

いて実施されています。頂いた御意見・

情報は関係機関にお伝えします。 



われた RNA 干渉法で開発した作物を用い

た動物実験で、肝臓に dsRNA 断片が見つ

かったことがあり、人や動物に影響を及

ぼす可能性があると指摘しています。 

 

６．米国では、このジャガイモへの懸念

が指摘されたことから、J.R.シンプロッ

ト社のジャガイモを購入しているマクド

ナルド社が、このジャガイモを使用しな

いことを明言しています。このような懸

念を持ったものは消費者から支持されま

せん。 

 同趣旨他１件 

４ １．この遺伝子組み換えジャガイモには、

アスパラギン合成酵素-1 遺伝子断片、デ

ンプン関連 R1 タンパク質遺伝子プロモ

ーター領域断片およびホスホリラーゼ-L

遺伝子プロモーター領域断片が導入され

ており、ジーンサイレンシングが誘導さ

れることによってこれらの内在性遺伝子

の発現が抑制され、高温加熱加工時にお

けるアクリルアミド生成量が低減すると

されています。打撲による黒斑形成の低

減についても、ジーンサイレンシングが

誘導されることによってジャガイモを茶

色にするポリフェノール酸化酵素遺伝子

の発現が抑制されています。このジャガ

イモで発現が抑制されているアスパラギ

ン合成酵素遺伝子やポリフェノール酸化

酵素遺伝子の役割については、解明され

ていない部分が多く、植物を病原体から

守る働きをしているのではないかという

説もあります。こういった遺伝子の働き

を抑制することで、健康に将来どのよう

な影響があるのか分かりません。遺伝子

発現を抑制する RNA 干渉技術を使った遺

伝子サイレンシングについては、標的以

外の遺伝子（オフターゲット遺伝子）の

働きが抑制されることによる影響も懸念

されており、米国環境保護庁は 2013 年に

発表した『農薬としての RNA 干渉技術に

関する白書』の中で、「オフターゲット遺

１．本ジャガイモと非組換えジャガイモ

との相違点は、導入された DNA 断片がジ

ーンサイレンシングを誘導することで、

特定の内在性遺伝子の発現が抑制される

点です。本ジャガイモは、「遺伝子組換

え食品（種子植物）の安全性評価基準」

（平成 16 年 1 月 29 日食品安全委員会決

定）に基づき、安全性評価が行われた結

果、挿入 DNA の供与体の安全性、挿入 DNA

の塩基配列等の解析、後代における挿入

DNA の安定性、植物の代謝経路への影響、

植物の栄養成分及び有害成分の比較等に

ついて確認した結果、非組換えジャガイ

モと比較して新たに安全性を損なうおそ

れのある要因は認められず、ヒトの健康

を損なうおそれはないと判断しました。 

なお、遺伝子組換え作物の生物多様性

に対する影響については、「遺伝子組換え

生物等の使用等の規制による生物の多様

性の確保に関する法律」（カルタヘナ法）

に基づき農林水産省及び環境省において

審査することになっています。頂いた御

意見・情報は関係機関にお伝えします。 

加熱時に生じるアクリルアミドについ

ては平成 28年 4月 5日に食品健康影響評

価結果を公表しています。また、Q＆A 等

においてアクリルアミド摂取量低減及び

特定の食品に偏らない食生活を心がける

ことなどについて情報提供に努めていま



伝子の働きが抑制されることによる影響

を評価するのには、現在の検査体制では

不十分」と結論づけています。このジャ

ガイモは、アクリルアミド低減という目

的のために、未知の健康リスクをもたら

すことになると考えます。 

 また、アクリルアミドについて、アメ

リカがん協会は、野菜や果物を多く含む

食生活がアクリルアミドのリスクを避け

るひとつの方法と推奨しています。アク

リルアミドが低減しているからといって

フライドポテトの消費を過度に促すよう

なことになれば、食生活総体から見れば

健康リスクが高まることも考えられま

す。 

 

２．外食産業で利用された場合、遺伝子

組み換え表示の義務がないため、消費者

は遺伝子組み換えと気づかないままにこ

のジャガイモを食べてしまう可能性があ

ります。情報公開が不十分では消費者が

自らのリスクを管理することができない

ので、リスク管理上、不適切と考えます。

消費者が予測不能なリスクにさらされる

ことなります。消費者に対するていねい

な広報や情報提供を求めます。 

 

３．申請者は、主要成分、ビタミン・ミ

ネラル、アミノ酸組成などについて、従

来のジャガイモと比較することで「統計

的有意差はない」とし、これを以てヒト

の健康を損なうおそれはないと判断して

います。申請者の提出データのみに頼る

のではなく、国による検証実験を求めま

す。 

同趣旨他３件 

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．遺伝子組換え食品等の表示について

は、消費者庁が担当していますので、頂

いた御意見は消費者庁にお伝えします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．申請者が実施した試験等のデータは、

その実施方法や分析方法の妥当性につい

ても科学的見地から審議を行っていま

す。また、審議において試験等のデータ

を含め資料が不足していると判断された

場合は、さらに必要な追加資料の提出を

求めております。 

 

 
※ 頂いた意見・情報はそのまま掲載しています。 
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